
申請数 実績 申請数 実績 (1)緊急支援策 (2)貸付の利用
千代田区 0 0 1 1
中央区 1 1 1 1

港区 0 0 2 1
　借金があったため該当となら
なかった。

新宿区 9 9 3 3
文京区 1 1 0 0
台東区 1 1 3 3

墨田区 9 9 7 5
　８月末時点では申請受理後審
査中であったため。

江東区 26 22 16 9
申請数と実績数の差は、嘱託医
による審査待ちのものです。

　申請数と実績数の差は、社会
福祉協議会で貸付審査中のも
のです。

品川区 0 0 2 2
目黒区 8 8 6 6

大田区 6 1 8 7

・入院となり、退院の目途がたた
ないため。
・現在、アパートの転居を予定し
ているため。
・気温の低下等により、設置する
かどうか判断中のため。

・社会福祉協議会の申請要件を
満たしていないため。
・６５歳以上で連帯保証人がい
なく、年金が年額３３千円であ
り、返済期間１年をこえることか
ら利用できなかったため。

世田谷区 14 14 10 10

渋谷区 3 3 9 4

▽申請数：基準日現在、渋谷区
社会福祉協議会で受理し、東
京都社会福祉協議会へ送付し
た件数。
▽実績数：東京都社会福祉協
議会から貸付決定された件数。
▽その差：東京都社会福祉協
議会で審査中の件数。

中野区 5 5 4 1

・申請件数４件中３件は、東京
都社会福祉協議会の回答待
ち。
・相談件数：８月末現在１４件。１
３件は申請のための手続き中、
１件は手続きが面倒との理由で
申請に至らなかった。

杉並区 16 15 13 12 購入機器検討中のため。
社会福祉協議会による審査中
のため。

豊島区 1 0 1 0 申請承認後に設置予定。 社会福祉協議会で審査中。

北区 7 5 9 3
支給決定のための事務処理中
（２件）

社会福祉協議会での審査中（６
件）。
申請から貸付決定まで２週間程
度を要する。

荒川区 10 4 1 0

・嘱託医検討中　１件（再申請予
定）
・三者連携協議中　２件
・購入・支払い手続き中　３件

・貸付手続き中　１件

生活保護世帯に対する熱中症対策としての冷房機器設置支援に関する調査①

(1)緊急支援策 (2)貸付の利用 申請数と実績数が異なる場合の主な理由

(1)緊急支援策＝東京都福祉保健局生活福祉部長通知（平成２３年７月２９日付　２３福保生保第３５１号）による、
冷房機器設置の緊急支援策

(2)貸付の利用＝厚生労働省社会援護局長通知（平成２３年７月１９日付　社援発０７１９第２号）による、冷房機器
設置のための生活福祉資金貸付の利用

＊申請数および実績の単位：世帯

1



板橋区 4 3 4 2
嘱託医協議中、審査後支給予
定。

毎週の納め日の関係で支給が
若干遅れているのみ。近日中に
振り込み予定。

練馬区 15 11 5 5
申請は８月中にあったが、支給
実績が８月中にならなかった世
帯が４世帯あったため。

足立区 20 20 8 3
審査期間があるため（申請数８
件には、取り下げ１件を含む）

葛飾区 7 4 6 4
８月末時点では、申請内容を審
査中の案件があるため。

申請から決定までに２～３週間
ていど時間がかかるため。

江戸川区 2 1 12 11 現在、申請中のため。 現在、申請中のため。
区部計 165 137 131 93

八王子市 1 0 0 0 設置工事が遅れているため。
立川市 2 2
武蔵野市 1 1 3 3
三鷹市 0 0 0 0
青梅市 1 1 0 0

府中市 1 1 1 1
申請を検討している受給者は複
数あり、今後の申請増が予想さ
れる。

申請を検討している受給者は複
数あり、今後の申請増が予想さ
れる。

昭島市 0 0 0 0
調布市 0 0 0 0
町田市 0 0 1 0 現在、貸付審査中のため。
小金井市 0 0 1 1 なし。 なし。
小平市 2 2 0 0
日野市 1 1 0 0
東村山市 4 4 2 2
国分寺市 0 0 0 0
国立市 2 2 0 0
福生市

狛江市 2 1 0 0

冷房機器設置に関して、設置
費を含めた代金が支給上限額
の４万円を超えて自己負担が生
じてしまうため、被保護者が申
請を辞退。

東大和市 2 2 2 2
清瀬市 2 2 0 0
東久留米市 0 0 0 0
武蔵村山市 0 0 1 1
多摩市 0 0 0 0
稲城市 0 0 0 0
羽村市 2 2 0 0

あきる野市

西東京市 2 2 1 0
現在申請中で、これから審査と
なるため。

瑞穂町 0 0 0 0 該当なし。 なし。
日の出町 0 0 0 0
檜原村 0 0 0 0
奥多摩町 0 0 0 0
多摩計 25 23 12 10

計 190 160 143 103

該当なし 該当なし

施策実施に
至っていない

施策実施に
至っていない
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